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非
常
大
権
は
ど
こ
に
い
っ
た
の
か

大
串
兎
代
夫
の
憲
法
改
正
案
を
め
ぐ
っ
て

官

田

光

史

は
じ
め
に

憲
法
学
者
・
大
串
兎
代
夫
（
お
お
ぐ
し
と
よ
お
、
一
九
〇
三
～
一
九
六
七
年
）

は
、
非
常
大
権
説
の
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
非
常
大
権
説
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣

言
の
受
諾
を
帝
国
憲
法
第
三
一
条
・
非
常
大
権
の
発
動
に
よ
る
と
解
し
、
現
在

の
法
体
系
を
帝
国
憲
法
と
日
本
国
憲
法
の
⽛
二
重
憲
法
状
態
⽜
に
あ
る
と
説
く

学
説
で
あ
る⚑
。

大
串
は
郷
里
の
長
崎
か
ら
第
五
高
等
学
校
を
経
て
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
に

進
み
、
上
杉
慎
吉
の
も
と
で
学
ん
だ
。
大
学
院
修
了
後
は
ド
イ
ツ
の
イ
エ
ナ
大

学
に
留
学
し
、
Ｏ
・
ケ
ル
ロ
イ
タ
ー
の
指
導
を
受
け
、
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
も

面
識
を
得
て
い
る
。
日
中
戦
争
・
太
平
洋
戦
争
期
に
お
い
て
は
、
文
部
省
国
民

精
神
文
化
研
究
所
（
の
ち
教
学
錬
成
所
）、
国
学
院
大
学
に
勤
務
す
る
傍
ら
、
大

日
本
言
論
報
国
会
の
理
事
と
し
て
活
動
し
た
。
戦
争
末
期
に
は
、
本
土
決
戦
に

備
え
て
国
家
機
構
を
再
編
す
る
た
め
非
常
大
権
の
発
動
を
提
唱
し
て
い
る⚒
。
こ

の
よ
う
な
経
歴
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
宮
本
盛
太
郎
氏
に
よ
る
評
伝
以

降⚓
、
大
串
に
関
す
る
研
究
は
国
家
主
義
者
と
し
て
の
彼
の
思
想
と
行
動
に
注
目

し
て
き
た⚔
。

そ
う
し
た
な
か
、二
〇
一
三
年
九
月
に
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
で⽛
大

串
兎
代
夫
関
係
文
書
⽜（
以
下
⽛
大
串
文
書
⽜）
が
公
開
さ
れ
た
。
そ
の
主
な
史

料
と
し
て
は
一
九
二
〇
年
か
ら
一
九
四
七
年
の
日
記
、
論
文
の
草
稿
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
、
日
記
で
は
東
京
帝
大
の
学
生
時
代
、
ド
イ
ツ
留
学
時
代
の
記
述
が
、

論
文
の
草
稿
で
は
非
常
大
権
関
係
の
論
考
が
充
実
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
大
串

の
非
常
大
権
発
動
論
に
つ
い
て
は
、
戦
争
末
期
の
出
版
事
情
も
あ
り
、
図
書
や

雑
誌
と
い
っ
た
刊
行
物
か
ら
で
は
必
ず
し
も
十
分
に
掘
り
下
げ
ら
れ
な
い
論
点

（
非
常
大
権
と
国
家
緊
急
権
の
関
連
な
ど
）
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
日

記
や
論
文
の
草
稿
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
で
、
青
年
期
の
思
想
形
成
も
含
め
て
大

串
の
知
的
営
為
を
よ
り
精
緻
に
分
析
す
る
た
め
の
材
料
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
彼
の
非
常
大
権
発
動
論
、
さ
ら
に
は
憲
法
論
に
関
す
る
研
究
が
飛
躍
的

に
進
展
し
て
い
る⚕
。

こ
の
う
ち
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
谷
伸
治
氏
の
論
文
⽛
敗
戦
直
後
に

お
け
る
大
串
兎
代
夫
の
憲
法
改
正
論
⽜（⽝
史
学
雑
誌
⽞
第
一
二
六
編
第
二
号
、

二
〇
一
七
年
、
以
下
⽛
大
谷
論
文
⽜）
で
あ
る
。
大
谷
論
文
に
よ
れ
ば
、
敗
戦
直
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後
か
ら
大
串
は
、
終
戦
の
詔
書
に
よ
る
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
を
非
常
大
権
の

発
動
と
捉
え
、
日
本
の
自
発
的
な
民
主
主
義
化
の
手
段
と
し
て
憲
法
改
正
を
位

置
づ
け
た
。
そ
の
憲
法
改
正
の
基
本
方
針
は
、
国
民
投
票
に
よ
っ
て
国
体
問
題

に
決
着
を
付
け
て
か
ら
、
国
体
と
民
主
政
を
結
合
し
た
⽛
国
体
民
主
主
義
⽜
を

確
立
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
串
の
憲
法
改
正
案
に
は
陪
審
制

度
、
国
民
投
票
、
地
方
自
治
・
職
能
自
治
の
よ
う
に
同
時
代
の
草
案
と
比
べ
て

も
進
歩
的
な
内
容
を
含
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
。
戦
前
・
戦
中
の
大
串
は
、
穂
積

上
杉
憲
法
学
の
継
承
者
と
し
て
天
皇
の
主
権
に
大
き
な
価
値
を
見
出
し
て
い

た
。
そ
の
大
串
が
敗
戦
と
い
う
事
実
を
受
け
て
、
国
体
と
民
主
政
を
結
合
さ
せ

る
た
め
に
憲
法
改
正
を
指
向
し
た
と
い
う
大
谷
論
文
の
指
摘
は
、
従
来
の
研
究

の
盲
点
を
衝
く
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
大
串
の
憲
法
改
正
案
の
な
か
で
興
味
深
い
の
は
、
彼
が
非

常
大
権
を
帝
国
憲
法
の
原
則
規
定
と
位
置
づ
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非

常
大
権
に
関
す
る
条
文
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
大
串
は
憲
法
第
二
章

⽛
臣
民
権
利
義
務
⽜
の
内
容
が
⽛
立
憲
政
体
⽜
の
根
幹
で
あ
る
か
ら
、
第
三
一
条

が
第
二
章
を
停
止
す
れ
ば
憲
法
の
⽛
政
体
的
規
定
⽜
の
全
般
に
も
影
響
す
る
と

認
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
影
響
の
大
き
さ
を
も
っ
て
非
常
大
権
が
憲
法

の
⽛
原
則
規
定
⽜
で
あ
る
と
い
う
論
理
を
構
成
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
大

串
は
憲
法
第
三
一
条
と
第
二
章
以
外
の
条
文
の
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
非

常
大
権
を
天
皇
の
無
制
約
な
統
治
権
そ
の
も
の
と
解
釈
す
る
穂
積
上
杉
憲
法

学
・
天
皇
主
権
説
を
深
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る⚖
。

そ
れ
で
は
非
常
大
権
は
ど
こ
に
い
っ
た
の
か
。⽛
国
体
民
主
主
義
⽜
の
も
と

で
は
非
常
大
権
な
ど
不
要
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
は
、
占
領
期
に

政
府
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
交
渉
に
よ
っ
て
同
時
進
行
し
て
い
た
日
本
国
憲
法
の
制
定
、

と
く
に
議
会
制
民
主
主
義
（
議
会
主
義
）
の
形
成
と
天
皇
主
権
説
が
ど
の
よ
う

に
向
き
合
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
と
も
関
わ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
占
領
期
の
大
串
は
、
言
論
報
国
会
の
理
事
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
咎
め

ら
れ
て
公
職
追
放
の
身
で
あ
っ
た
が⚗
、
法
律
新
報
社
社
長
で
弁
護
士
の
森
真
一

郎
と
⽝
法
律
新
報
⽞⽝
民
衆
大
学
⽞
の
編
集
に
あ
た
る
と
と
も
に
、⽛
小
沢
章
⽜

⽛
中
川
洋
一
⽜
な
ど
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
っ
て
執
筆
活
動
も
続
け
て
い
た
。
こ

れ
ら
の
名
義
に
よ
る
評
論
に
も
触
れ
つ
つ
、
大
串
の
憲
法
改
正
案
の
な
か
の
非

常
大
権
の
ゆ
く
え
を
追
っ
て
い
こ
う
。

一

憲
法
問
題
調
査
委
員
会
の
審
議

ま
ず
、
政
府
の
憲
法
問
題
調
査
委
員
会
の
審
議
を
と
お
し
て
、
敗
戦
後
に
お

い
て
非
常
大
権
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
確
認
す
る
。
憲
法

問
題
調
査
委
員
会
は
、
松
本
烝
治
を
委
員
長
と
し
て
一
九
四
五
年
一
〇
月
二
五

日
に
設
置
さ
れ
た
。

こ
の
委
員
会
の
第
一
回
調
査
会
（
一
〇
月
三
〇
日
）
は
、
現
行
憲
法
を
逐
条

的
に
討
究
し
て
い
る
。
そ
こ
で
第
三
一
条
は
、⽛
此
ノ
条
文
ハ
何
ノ
コ
ト
カ
ワ

カ
ラ
ヌ
条
文
デ
ア
ル
。
学
士
院
〔
学
術
研
究
会
議
〕
デ
調
ベ
タ
コ
ト
モ
ア
ル
ガ
、

解
ラ
ナ
イ
条
文
ダ
⽜、⽛
右
翼
共
ニ
一
番
利
用
サ
レ
タ
条
文
デ
ア
ル
⽜
と
散
々
な

言
わ
れ
よ
う
で
あ
っ
た⚘
。
こ
の
よ
う
な
議
論
を
リ
ー
ド
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く

東
京
帝
大
教
授
の
宮
沢
俊
義
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宮
沢
は
九
月
二
八
日
に

外
務
省
で
憲
法
と
付
属
法
令
の
改
正
の
要
点
に
つ
い
て
講
演
し
て
い
た
。
そ
の

な
か
で
は
、
名
指
し
こ
そ
避
け
た
も
の
の
大
串
ら
を
念
頭
に
置
い
て
、⽛
非
常
大

権
ハ
従
来
発
動
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ナ
ク
内
容
莫
然
ト
シ
其
ノ
発
動
ガ
如
何
ナ
ル

結
果
ヲ
齎
ス
モ
ノ
ナ
ル
ヤ
ハ
必
ズ
シ
モ
明
ナ
ラ
ズ
大
東
亜
戦
争
末
期
ニ
一
部
ノ
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者
ニ
非
常
大
権
ノ
発
動
ヲ
要
請
セ
シ
者
ア
ル
モ
如
何
ナ
ル
理
由
ニ
基
ク
カ
ヲ
詳

ニ
セ
ズ
⽜
と
い
う
発
言
が
行
わ
れ
て
い
る⚙
。
戦
時
期
に
お
い
て
、
宮
沢
は
大
串

が
主
導
し
て
設
置
・
運
営
さ
れ
た
学
術
研
究
会
議
の
非
常
大
権
研
究
委
員
会
に

甚
だ
不
満
で
あ
っ
た
。
そ
の
不
満
の
解
消
は
、
戦
後
の
憲
法
改
正
に
お
け
る
非

常
大
権
の
排
除
と
い
う
方
法
で
図
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
大
串
に
対
す
る
宮
沢
の
感
情
で
は
な
く
、

新
憲
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
日
本
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
指
示
さ
れ
る
前
に
、
非
常
大

権
を
主
体
的
に
排
除
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
戦
争

末
期
に
大
串
ら
が
非
常
大
権
を
発
動
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
、
戦
時
の
記
憶
が

強
く
作
用
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
記
憶
の
作
用
は
、
憲
法
問
題

調
査
委
員
会
の
設
置
に
先
立
っ
て
政
府
の
法
制
局
で
行
わ
れ
た
部
内
調
査
に
も

示
さ
れ
て
い
る
。
第
三
一
条
に
つ
い
て
、
法
制
局
の
井
手
成
三
は
⽛
非
常
事
態

ニ
対
ス
ル
非
常
措
置
ノ
方
途
ハ
何
等
カ
ノ
形
ニ
於
テ
残
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル
モ
憲

法
ノ
根
本
原
則
ヲ
根
底
的
ニ
覆
ガ
ヘ
ス
虞
ア
ル
ガ
如
キ
強
大
ナ
ル
独
裁
権
制
度

ハ
其
ノ
存
置
ニ
付
検
討
ヲ
要
ス
ベ
シ
⽜
と
評
し
て
い
た10
。

こ
の
憲
法
問
題
調
査
委
員
会
の
検
討
状
況
は
、
各
紙
に
報
道
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
毎
日
新
聞
は
、
非
常
大
権
に
対
す
る
委
員
会
の
方
向

性
に
つ
い
て
⽛
終
戦
前
こ
の
発
動
を
要
求
す
る
声
が
強
か
つ
た
が
、
遂
に
一
回

も
発
動
さ
れ
な
か
つ
た
⽜、⽛
こ
れ
は
臣
民
の
自
由
権
確
保
の
上
か
ら
廃
止
さ
れ

る
と
思
は
れ
る
⽜
と
伝
え
て
い
た11
。
こ
の
よ
う
な
憲
法
問
題
調
査
委
員
会
の
動

向
を
受
け
て
、
大
串
は
⽛
こ
の
条
文
を
改
正
す
る
こ
と
の
可
否
の
論
は
暫
く
措

い
て
、
第
三
十
一
条
が
一
回
も
発
動
さ
れ
な
か
つ
た
と
い
ふ
の
で
あ
れ
ば
、〔
中

略
〕
天
皇
の
統
治
権
行
使
は
必
ず
憲
法
の
条
規
に
依
る
第
四
条
の
原
則
上
、
終

戦
に
お
け
る
⽛
非
常
の
措
置
⽜
は
、
い
か
な
る
条
規
に
依
つ
て
為
さ
れ
た
と
す

る
の
で
あ
ら
う
か
。
亦
さ
う
い
ふ
立
場
か
ら
は
、
日
本
憲
法
の
現
在
の
如
き
、
〔マ
マ
〕

状
態
は
、
法
規
上
い
か
に
説
明
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
⽜
と
批
判
し
て

い
る12
。
こ
こ
で
⽛
非
常
の
措
置
⽜
は
終
戦
の
詔
書
中
の
文
言
で
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣

言
の
受
諾
を
指
す
。
し
か
し
、
憲
法
問
題
調
査
委
員
会
の
議
論
は
大
串
の
批
判

を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
終
戦
の
詔
書
の
⽛
非
常
の
措
置
⽜
に
説
明
を
与
え
な
い

ま
ま
推
移
し
て
い
っ
た
。

二

憲
法
改
正
案
の
な
か
の
国
民
投
票

大
串
が
自
ら
の
憲
法
改
正
案
に
お
け
る
非
常
大
権
の
位
置
づ
け
を
意
識
し
て

い
た
こ
と
は
、
前
述
の
⽛
こ
の
条
文
〔
第
三
一
条
〕
を
改
正
す
る
こ
と
の
可
否

の
論
は
暫
く
措
い
て
⽜
と
い
う
表
現
か
ら
も
間
違
い
な
い
。
こ
こ
で
問
わ
れ
る

べ
き
は
、
大
串
の
憲
法
改
正
案
に
お
い
て
非
常
大
権
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

大
串
の
⽛
憲
法
改
正
案
⽜
で
は
、
天
皇
の
統
治
権
の
直
接
的
な
施
行
は
政
府

に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た13
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、⽛
憲
法
改

正
案
⽜
の
⽛
国
民
宣
言
⽜
で
政
府
は
⽛
国
民
ニ
対
シ
テ
責
任
ヲ
負
担
ス
ル
⽜
と

さ
れ
、
第
一
〇
条
で
も
⽛
政
府
ハ
ソ
ノ
輔
弼
ニ
即
チ
ソ
ノ
施
政
ニ
ツ
キ
国
民
ニ

対
シ
責
任
ヲ
負
フ
⽜
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
か
ら
は
議
院
内
閣
制
が
想

起
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
串
は
議
院
内
閣
制
を
意
図
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
総
理
大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
第
一
一
条
⽛
総
理
大
臣

ハ
各
大
臣
ノ
首
班
ト
シ
テ
政
府
ヲ
統
理
ス
⽜
の
み
で
あ
り
、
帝
国
議
会
が
自
ら

の
議
決
に
よ
っ
て
議
員
の
な
か
か
ら
総
理
大
臣
を
指
名
す
る
わ
け
で
も
な
か
っ

た
。こ

こ
で
重
要
な
の
が
第
三
七
条
の
国
民
投
票
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
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第
五
章

国
民
投
票

第
三
十
七
条

国
家
ノ
重
要
事
案
ニ
ツ
キ
国
民
投
票
法
ノ
定
ム
ル
所
ニ〔
依
リ
〕

国
民
投
票
ヲ
行
フ
ヲ
得

〔
二
〕
政
府
提
出
ノ
法
律
案
カ
帝
国
議
会
ニ
依
リ
否
決
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ

政
府
ハ
其
ノ
否
決
セ
ラ
レ
タ
ル
政
府
案
カ
法
律
ト
為
ル
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
ニ
ツ
キ
国

民
投
票
ニ
付
ス
コ
ト
ヲ
得

〔
三
〕
国
民
投
票
ノ
結
果
政
府
案
カ
可
決
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
政
府
ハ
議
会

ノ
解
散
ヲ
奏
請
シ
、
モ
シ
否
決
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
政
府
ハ
ソ
ノ
責
ニ
任
ス
ヘ

シ〔
四
〕
両
議
院
若
ク
ハ
ソ
ノ
一
カ
可
決
シ
タ
ル
政
府
不
信
任
決
議
ニ
ツ
キ
テ

モ
亦
同
シ

国
民
投
票
は
、
ま
ず
議
会
が
否
決
し
た
政
府
提
出
の
法
律
案
に
対
し
て
国
民

投
票
法
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
。
そ
し
て
国
民
投
票
に
お
け
る
政
府
案
の
可

決
は
議
会
の
解
散
を
、逆
に
否
決
は
内
閣
の
総
辞
職
を
現
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

議
会
が
可
決
し
た
政
府
不
信
任
決
議
も
⽛
亦
同
シ
⽜
と
あ
る
か
ら
、
国
民
投
票

で
同
決
議
が
否
決
さ
れ
た
場
合
は
議
会
が
解
散
さ
れ
、
可
決
さ
れ
た
場
合
は
内

閣
が
総
辞
職
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
大
串
の
憲
法

改
正
案
に
お
い
て
政
府
が
国
民
に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
い
う
と
き
の
国
民
と

は
、
一
義
的
に
は
国
民
投
票
の
実
施
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
国
民
の
意
思
な
の

で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
第
三
七
条
第
二
項
に
あ
る
よ
う
に
、
国
民
投
票
に
議
案
を
付
す
か

ど
う
か
は
政
府
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
政
府

に
と
っ
て
国
民
投
票
は
議
会
に
対
す
る
牽
制
の
手
段
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
と

な
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
国
民
投
票
に
付
さ
れ
る
法
律
案
の
内
容
し
だ
い
で
、

論
理
的
に
は
第
三
章
⽛
国
民
ノ
権
利
義
務
⽜
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
法
律
が

成
立
す
る
事
態
も
あ
り
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
民
投
票
の
非
常
大
権

化
と
い
う
展
開
も
想
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
大
串
の
憲
法
改
正
案
に
非
常

大
権
の
明
文
規
定
は
残
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

か
つ
て
上
杉
慎
吉
は
、
ス
イ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
国
民
投
票
制
度
を
考
察
し
、

⽛
国
民
投
票
ノ
弊
害
弱
点
⽜
と
し
て
⽛
時
ト
シ
テ
過
激
ニ
陥
リ
時
ト
シ
テ
必
要
ナ

ル
立
法
ヲ
阻
害
ス
ル
⽜
こ
と
、⽛
今
日
ノ
如
キ
複
雑
ニ
シ
テ
高
尚
ナ
ル
知
識
ト
技

能
ト
ヲ
必
要
ト
ス
ル
立
法
事
業
ニ
不
適
当
ナ
ル
⽜
こ
と
を
指
摘
し
た14
。
こ
の
上

杉
の
指
摘
は
、
大
串
の
国
民
投
票
制
度
に
お
い
て
は
政
府
が
国
民
投
票
の
実
施

を
制
御
し
、
投
票
の
対
象
も
政
府
提
出
の
法
律
案
や
政
府
の
不
信
任
決
議
に
限

定
さ
れ
る
こ
と
で
、
回
避
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
当
時
の
そ
の
他
の
民
間
草
案
の
な
か
に
も
国
民
投
票
制
度
を
採
用

す
る
案
は
多
数
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
を
期
し
た

い
が
、
国
民
投
票
実
施
の
決
定
主
体
と
い
う
こ
と
に
限
定
し
て
概
観
す
る
と
、

憲
法
研
究
会
⽛
憲
法
草
案
要
綱
⽜
は
国
民
。
憲
法
懇
談
会
⽛
日
本
国
憲
法
草
案
⽜

は
（
事
実
上
）
議
会
。
里
見
岸
雄
⽛
大
日
本
帝
国
憲
法
改
正
案
私
擬
⽜
は
天
皇
、

政
府
、
議
会
、
国
民
。
大
日
本
弁
護
士
会
連
合
会
⽛
憲
法
改
正
案
⽜
は
天
皇
、

議
会
。
高
野
岩
三
郎
⽛
改
正
憲
法
私
案
要
綱
⽜
は
大
統
領
、
議
会
。
日
本
共
産

党
⽛
日
本
人
民
共
和
国
憲
法
（
草
案
）⽜
は
国
会
。
帝
国
弁
護
士
会
⽛
日
本
国
憲

法
改
正
草
案
⽜
は
（
一
部
）
国
会
、
内
閣
で
あ
っ
た
（
表
参
照
）。
こ
れ
ら
と
比

べ
て
も
、
大
串
が
国
民
投
票
実
施
の
決
定
主
体
と
し
て
政
府
の
み
を
憲
法
改
正

案
に
明
記
し
て
い
た
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。

国
民
投
票
実
施
の
決
定
主
体
を
政
府
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
想
起
さ

れ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
国
民
投
票
法
（
一
九
三
三
年
七
月
制
定
）
で
あ
ろ
う
。

こ
の
法
律
は
第
一
条
第
一
項
で
⽛
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
国
民
が
ラ
イ
ヒ
政
府
の
意

図
し
た
措
置
に
賛
成
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
国
民
に
問
う
こ
と
が
で
き
る
⽜、
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表 民間草案の国民投票制度
民間草案の作成者・表題
【国民投票実施の決定主体】 国民投票制度の内容

憲法研究会⽛憲法草案要綱⽜
【国民】

〔国民権利義務〕
一、国民ハ国民請願国民発案国民表決ノ権利ヲ有ス
〔議会〕
一、議会ハ国民投票ニヨリ解散ヲ可決サレタルトキハ直チニ解散スヘシ
〔内閣〕
一、国民投票ニヨリ不信任ヲ決議サレタルトキハ内閣ハ其ノ職ヲ去ルヘシ
〔補則〕
一、憲法ハ立法ニヨリ改正ス但シ議員ノ三分ノ二以上ノ出席及出席議員
ノ半数以上ノ同意アルヲ要ス
国民請願ニ基キ国民投票ヲ以テ憲法ノ改正ヲ決スル場合ニ於テハ有権
者ノ過半数ノ同意アルコトヲ要ス
一、此ノ憲法公布後遅クモ十年以内ニ国民投票ニヨル新憲法ノ制定ヲナ
スヘシ

憲法懇談会
⽛日本国憲法草案⽜
【（事実上）議会】

〔特色〕
12、人民発案及人民投票制度ニ付キテハ疑問多ク殊ニ人口多キ国ニ於テ
ハ実施困難ノ事情アルヲ以テ、一般立法、行政監督ノ分野ニ於テハ之ヲ
採ラズ、只憲法改正ノ場合ハ其ノ慎重ヲ期スル為ニ議会ノ議決ヲ経タル
後国民投票ニ付シテ国民ノ追認ヲ受ケシムルコトトシタリ
〔第⚙章 憲法改正及附則〕
第 88 条 議会ノ議決ヲ経タル憲法改正ハ別ニ法律ノ定ムル所ニ従ヒ国
民投票ニ付スヘシ
天皇ハ国民投票ニ於テ国民ノ多数ノ賛成ヲ得タル憲法改正ヲ裁可シ其
ノ公布ヲ命スヘシ

里見岸雄
⽛大日本帝国憲法改正案私擬⽜
【天皇、政府、議会、国民】

〔第⚖章 国務大臣及政府〕
第 61 条 国務大臣ハ国務総理大臣及国務各大臣ニ分ツ 国務総理大臣
ノ候補者ハ勅問ニ依リ国民投票ヲ以テ奉答選出ス 最高得点者及次点者
ヲ当選者トシテ当選者ノ中勅旨ヲ以テ親任ス 国務各大臣ハ国務総理大
臣ノ奏請ニ依リ親任ス
第 79 条 国務大臣憲法ニ違反シ若クハ重大ナル失政アリタルトキハ勅
命又ハ帝国議会ノ議決若クハ国民投票ニ依リ憲法審議院又ハ国事裁判所
ノ審問ニ附セラルヘシ
〔第⚙章 其他諸機関〕
第 96 条 選挙院ハ法律ノ定ムル所ニ依リ両院議員選挙、地方議員選挙、
並ニ国民投票ヲ司ル 国民投票ハ国務総理大臣候補者ノ選定、政府並ニ
国務大臣ニ対スル不信任、帝国議会ノ議決ニ対スル否認、両議院議員ニ
対スル不信任等其他法律ノ定ムル所ニ依リ、国民ノ意思ヲ徴スルモノト
ス 勅命若クハ政府、帝国議会及ヒ一定数ノ国民代表ノ請願ニ基キ選挙
院之ヲ司ルモノトス

大日本弁護士会連合会
⽛憲法改正案⽜
【天皇、議会】

第 1 国民投票制ノ採用
最モ重要ナル国務ヲ決定スルカ為必要アリト認ムルトキハ天皇ノ発議ニ
依リ国民ノ直接投票（レフエンダム）ニ諮フノ途ヲ啓クト共ニ議会モ亦
〔帝国憲法〕第七十三条第二項及第三項〔両議院において総員の⚓分の⚒
以上が出席して議事を開き、出席議員の⚓分の⚒以上の多数を得て議決
をなす〕ノ特別決議ニ依リ之ヲ要請シ得ルモノトスルコト

（つづく）
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民間草案の作成者・表題
【国民投票実施の決定主体】 国民投票制度の内容

高野岩三郎
⽛改正憲法私案要綱⽜
【大統領、議会】

第⚙ 憲法ノ改正及ビ国民投票
将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アリト認メタルトキハ大統領又ハ
第一院若クハ第二院ハ議案ヲ作成シ之ヲ議会ノ議ニ附スベシ
国民全般ノ利害ニ関係アル問題ニシテ国民投票ニ附スル必要アリト認ム
ル事項アルトキハ前掲憲法改正ノ規定ニ準ジテ其ノ可否ヲ決スベシ

日本共産党
⽛日本人民共和国憲法(草案）⽜
【国会】

〔第⚓章 国会〕
第 64 条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。
三 国会の決定による人民投票の施行の公告

〔第⚗章 司法〕
第 84 条 最高裁判所の裁判官は国会の推薦にもとづき人民の信任投票
によつて五年の任期をもつて選任される。
第 85 条 各下級裁判所の裁判官はそれぞれ地方の議会の推薦にもとづ
きそれぞれの地域の人民の信任投票によつて四年の任期をもつて選任さ
れる。

日本社会党⽛新憲法要綱⽜
【不詳】

〔議会〕
六、議会は国民投票により、解散されるの途を開く
〔内閣〕
三、国民投票により内閣の不信任を問はるゝことあり

帝国弁護士会
⽛日本国憲法改正草案⽜
【第 78・79・90 条は不詳、
第 115 条は（一部）国会、
内閣】

〔第⚔章 国会〕
第 78 条 衆議院は自ら解散の議決を為すことを得
国民投票により亦衆議院の解散を決することを得
第 79 条 国民投票は有権者の過半数其の投票に参加する場合に効力を
生ず
国民投票に関する条規は法律を以て之を定む

〔第⚕章 内閣〕
第 90 条 国民投票に依り内閣の不信任を決したるときは内閣は総辞職
を為すことを要す
〔第⚙章 改正〕
第 115 条 国会の議定を経たる憲法改正は内閣に於て之を国民投票に付
すべし
有権者の半数以上の多数の賛成を得たる場合天皇は憲法改正を裁可す

国立公文書館所蔵⽛昭和二十一年四月 新聞等に表はれた各政党その他の憲法改正案 法制局⽜（⚒A／
40／資 185）、日本共産党中央委員会憲法委員会⽛新憲法草案の発表に際して 一九四六年六月二十九日⽜
（⽝前衛⽞1946 年⚗月⚑日号）より作成。

表 （つづき）



第
二
項
で
⽛
第
一
項
に
よ
る
措
置
に
は
、
法
律
に
か
か
わ
る
場
合
も
含
ま
れ
る
⽜

と
規
定
し
て
い
た15
。
た
し
か
に
、政
府
が
国
民
に
問
う
と
い
う
部
分
に
お
い
て
、

大
串
の
国
民
投
票
制
度
と
ド
イ
ツ
の
国
民
投
票
法
に
は
共
通
点
が
あ
る
よ
う
に

も
見
え
る
。
し
か
し
、
両
者
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

ま
ず
、
理
念
に
お
い
て
大
串
の
国
民
投
票
制
度
が
非
常
大
権
の
存
置
を
目
指

す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
国
民
投
票
法
は
指
導
者
・
ヒ

ト
ラ
ー
の
意
思
と
国
民
全
体
の
意
思
が
一
致
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
っ
た16
。
で
は
、
制
度
の
立
て
付
け
は
ど
う
か
。
大
串
の
国
民
投
票
制
度

は
帝
国
議
会
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
国
民

投
票
法
は
一
九
三
三
年
三
月
に
授
権
法
が
制
定
さ
れ
、
政
府
が
法
律
制
定
権
を

獲
得
し
た
後
の
法
律
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
国
民
投
票
法
で
は
、
投
票

の
結
果
に
政
府
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、大
串
の
国
民
投
票
制
度
で
は
、

可
決
の
場
合
は
議
会
の
解
散
、
否
決
の
場
合
は
内
閣
の
総
辞
職
と
い
っ
た
事
態

が
発
生
す
る
。
こ
の
よ
う
に
大
串
の
国
民
投
票
制
度
と
ド
イ
ツ
の
国
民
投
票
法

を
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

問
題
は
、
大
串
が
国
民
投
票
実
施
の
決
定
主
体
を
政
府
に
限
定
し
た
意
図
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
大
串
の
憲
法
改
正
案
の
な
か
に
は
、
現
行
憲
法
よ
り
も
議

会
を
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
形
跡
も
常
置
委
員
会
の
設
置
（
第
三
六
条
⽛
帝

国
議
会
ニ
議
院
法
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
各
院
毎
ニ
常
置
委
員
会
及
調
査
委
員
会

ヲ
置
ク
〔
二
〕
常
置
委
員
会
ハ
議
会
閉
会
ノ
場
合
ニ
於
テ
政
府
ニ
意
見
ヲ
具

申
シ
緊
急
命
令
ノ
諮
問
ニ
応
ス
〔
三
〕
調
査
委
員
会
ハ
政
府
ノ
施
政
及
民
情

ヲ
調
査
監
察
ス
⽜）、
議
会
の
憲
法
改
正
発
議
（
第
五
三
条
⽛
将
来
此
ノ
憲
法
ノ

条
項
ヲ
改
正
ス
ル
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
勅
命
ヲ
以
テ
議
案
ヲ
帝
国
議
会
ノ
議
ニ

付
ス
ヘ
シ
〔
二
〕
各
議
院
ノ
議
員
ハ
各
々
其
ノ
総
員
三
分
ノ
二
以
上
ノ
賛
成

ヲ
得
テ
憲
法
改
正
ヲ
発
議
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
⽜）
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

以
上
に
大
串
の
国
民
投
票
制
度
は
、非
常
大
権
化
の
可
能
性
を
内
在
し
て
お
り
、

対
議
会
の
強
力
な
武
器
を
政
府
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。大

谷
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
大
串
は
、
一
九
四
五

年
八
月
一
一
日
付
バ
ー
ン
ズ
回
答
中
の
⽛
日
本
国
政
府
ノ
確
定
的
形
態
ハ
⽛
ポ

ツ
ダ
ム
⽜
宣
言
ニ
遵
ヒ
日
本
国
国
民
ノ
自
由
ニ
表
明
ス
ル
意
思
ニ
依
リ
決
定
セ

ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
⽜
で
い
う
と
こ
ろ
の
国
民
の
意
思
表
明
の
方
法
と
し
て
、

国
民
投
票
の
実
施
を
理
想
と
考
え
て
い
た
。

今
次
ノ
憲
法
改
正
ハ
ソ
ノ
内
容
天
皇
制
ノ
存
否
ニ
関
シ
、
事
ア
マ
リ
ニ
モ
重
大

ナ
ル
ガ
故
ニ
、
ソ
ノ
実
施
ニ
慎
重
ヲ
期
シ
、
少
ク
ト
モ
コ
コ
三
年
ノ
準
備
期
ヲ

置
キ
、
ソ
ノ
後
ニ
天
皇
制
ノ
存
続
如
何
ヲ
国
民
投
票
ニ
付
シ
、
大
勢
ヲ
決
シ
タ

ル
ノ
後
ニ
於
テ
憲
法
改
正
ニ
着
手
ス
ル
ヲ
理
想
ト
ス17
。

こ
れ
は
、
国
民
投
票
に
天
皇
制
を
か
け
て
も
存
続
が
絶
対
に
可
決
さ
れ
る
と

い
う
自
信
の
表
れ
と
も
い
え
る
。
と
は
い
え
、
制
度
的
に
、
あ
る
い
は
論
理
的

に
可
決
か
否
決
の
二
者
択
一
に
天
皇
制
を
さ
ら
す
こ
と
自
体
、
き
わ
め
て
ラ

デ
ィ
カ
ル
な
発
想
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

実
際
、
大
串
は
別
の
草
稿
の
な
か
で
⽛
国
民
投
票
ノ
結
果
ニ
基
ツ
キ
、
天
皇

制
存
続
ニ
決
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
基
本
的
立
場
ニ
在
ル
政
党
ノ
代
表
議
員
ヲ
包

含
シ
、
憲
法
改
正
草
案
委
員
会
ノ
委
員
ヲ
任
命
セ
ラ
レ
、
憲
法
改
正
草
案
ノ
作

成
ヲ
メ
イ
セ
ラ
ル
⽜
と
述
べ
な
が
ら
、⽛
存
続
否
定
セ
ラ
ル
ル
ト
キ
ハ
、
日
本
帝

国
ハ
滅
亡
シ
、
憲
法
改
正
ハ
ソ
ノ
意
義
ヲ
失
ヒ
、
憲
法
ハ
新
タ
ニ
制
定
セ
ラ
ル

ル
ノ
外
ナ
シ
⽜
と
言
い
切
っ
て
い
る18
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
国
民
投
票
実
施
論

の
な
か
に
は
、
国
民
投
票
の
非
常
大
権
化
を
超
え
て
、
国
民
投
票
の
革
命
権
力
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化
な
い
し
は
国
家
緊
急
権
化
の
可
能
性
が
内
在
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
国
民
投
票
に
か
け
て
で
も
国
民
全
員
に
天
皇
制
の
存
続
を

意
思
表
示
さ
せ
る
こ
と
が
、
大
串
に
と
っ
て
は
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三

議
会
主
義
へ
の
懐
疑

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
一
つ
の
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
れ
は
、
議
会

主
義
に
対
す
る
大
串
の
懐
疑
が
ど
こ
に
由
来
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
彼
の
思
想
形
成
に
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

一
九
二
五
年
、
上
杉
慎
吉
を
指
導
者
と
す
る
学
生
団
体
・
七
生
社
が
結
成
さ

れ
た
。
七
生
社
は
国
家
主
義
系
の
学
生
団
体
で
、
新
人
会
に
対
抗
し
て
活
動
を

展
開
す
る
な
ど
し
た
。
大
串
も
ま
た
、
七
生
社
の
会
員
で
あ
っ
た
。
一
九
二
八

年
三
月
七
日
、
彼
は
ド
イ
ツ
留
学
を
前
に
し
て
上
杉
の
研
究
室
を
訪
ね
た
。
そ

こ
で
上
杉
か
ら
⽛
今
日
の
日
本
ハ
国
民
を
指
導
す
べ
き
大
人
物
な
く
、
又
国
家

に
何
等
生
活
の
プ
ラ
ン
あ
る
事
な
し

こ
の
点
に
つ
き
て
ハ
日
本
人
ハ
気
の
知

れ
ぬ
馬
鹿
な
り
。
社
会
主
義
に
よ
る
革
命
ハ
そ
の
時
期
に
あ
ら
ず

今
ハ
明
治

維
新
の
大
業
の
跡
始
末
の
時
代
な
り
。
君
よ
く
こ
の
点
を
体
し
勉
学
す
べ
し
⽜

と
激
励
さ
れ
て
感
激
し
て
い
る
。
ま
た
五
月
四
日
、
上
杉
は
私
邸
で
七
生
社
の

新
社
友
の
歓
迎
会
と
兼
ね
て
大
串
の
送
別
会
を
開
い
た
。
そ
こ
で
上
杉
は
大
串

の
留
学
を
⽛
七
生
社
派
遣
の
洋
行
⽜
と
表
現
し
、
大
串
は
⽛
胸
を
つ
⽜
か
れ
て

い
る19
。
こ
の
よ
う
に
、
学
生
時
代
の
大
串
に
と
っ
て
七
生
社
の
会
員
で
あ
る
こ

と
は
彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
た
。
も
っ
と

も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
大
串
を
⽛
右
翼
学
生
⽜
と
決
め
つ
け
て
し
ま
う
の
は

早
計
で
あ
る
。

そ
の
証
左
と
し
て
日
記
の
な
か
に
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。
前
述
の
三
月
七

日
、
上
杉
の
研
究
室
か
ら
の
帰
途
、
大
串
は
友
人
・
古
閑
某
を
牛
込
の
北
一
輝

宅
に
訪
ね
た
。
北
宅
に
出
入
り
し
て
い
た
古
閑
は
、民
政
党
の
ス
ロ
ー
ガ
ン⽛
議

会
中
心
主
義
⽜
を
批
判
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
⽛
議
会
中
心
主
義
の
釈
明
を
要
む
⽜

を
大
串
に
示
し
た
。
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
北
の
側
近
で
あ
っ
た
岩
田
富
美
夫

ら
の
大
化
会
が
印
刷
し
た
も
の
で
、
北
や
古
閑
も
加
筆
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
は
、
①⽛
吾
人
ハ
議
会
軽
視
論
者
な
り
⽜、
②⽛⽛
中
心
⽜
な
る
文
字
ハ
日

本
に
於
て
ハ
皇
室
以
外
に
用
ふ
べ
か
ら
ず
⽜、
③⽛
大
問
題
な
る
故
臨
時
議
会
前

に
国
民
の
前
に
説
明
せ
よ
⽜
と
い
っ
た
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
大
串
は
、⽛
吾
人
ハ
既
に
か
ゝ
る
事
を
口
外
す
る
を
既
に
恥

づ
⽜、⽛
吾
国
に
於
て
ハ
如
何
な
る
議
論
を
以
て
す
る
も
皇
室
中
心
主
義
と
議
会

中
心
主
義
の
対
立
あ
り
う
べ
き
理
な
し
。
し
か
も
一
政
党
が
議
会
中
心
主
義
な

る
文
句
を
用
い
た
れ
ば
と
て
国
民
に
向
ひ
て
サ
ア
諸
君
皇
室
中
心
主
義
と
議
会

中
心
主
義
と
何
れ
ぞ
と
言
ふ
も
の
ハ

カ
ゝ
ル
印
象
を
与
ふ
る
も
の
ハ
何
れ
の

論
点
に
立
つ
も
す
べ
て
誤
れ
り
⽜と
残
念
に
感
じ
て
い
る
。
大
串
に
お
い
て
は
、

民
政
党
が
⽛
議
会
中
心
主
義
⽜
を
主
張
し
た
と
し
て
も
、
本
来
的
に
⽛
議
会
中

心
主
義
⽜
と
⽛
皇
室
中
心
主
義
⽜
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、⽛
皇
室
中
心
主

義
⽜
を
前
提
と
し
て
⽛
議
会
中
心
主
義
⽜
は
許
容
さ
れ
う
る
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
、
議
会
や
政
党
に
対
す
る
大
串
の
寛
容
な
態
度
を
看
取
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
大
串
は
北
に
も
初
め
て
面
会
し
て
い
る

が
、⽛
さ
の
み
尊
敬
の
念
起
ら
ず
⽜、
あ
え
て
印
象
に
残
っ
た
こ
と
と
い
え
ば
、

北
の
⽛
急
ぐ
な
⽜⽛
遊
ぶ
時
ハ
徹
底
的
に
遊
べ
⽜
と
い
う
言
葉
、
同
郷
（
長
崎
）

で
あ
る
夫
人
の
感
じ
の
よ
さ
く
ら
い
で
あ
っ
た
。

こ
の
年
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
の
留
学
時
代
の
大
串
に
つ
い
て
は
、
宮
本
誉

士
氏
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
の
邂
逅
に
注
目
し
て
い
る
。
宮
本
氏
は
大
串
の
日
記
の
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書
簡
草
稿
な
ど
か
ら
、
彼
が
非
常
大
権
論
を
着
想
し
た
原
点
に
⽛
例
外
事
態
を

決
定
す
る
者
を
主
権
者
⽜
と
定
義
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
権
論
（⽝
政
治
神
学
⽞）

の
存
在
を
読
み
取
る20
。
こ
の
邂
逅
に
つ
い
て
も
う
一
つ
付
け
加
え
る
と
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
政
党
観
が
あ
る
。

大
串
の
日
記
の
記
述
で
は
な
く
一
九
四
一
年
の
回
想
で
は
あ
る
が
、
彼
が
帰

国
す
る
前
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
イ
エ
ナ
を
訪
れ
た
際
、
二
人
は
ザ
ー
ル
川
の
岸
辺

を
散
歩
し
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
大
串
に
対
す
る
別
れ
の
言
葉
と
し
て
⽛
日
本

に
帰
つ
て
も
、
政
党
と
い
ふ
も
の
は
如
何
に
そ
れ
が
愛
国
を
標
榜
し
て
ゐ
る
場

合
で
も
、
非
国
家
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
な
⽜
と
語
っ
た
。
そ
の
言
葉

を
聞
い
た
と
き
、
大
串
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
⽛
パ
ー
ペ
ン
内
閣
の
下
で
約
二
年
間
、

相
当
政
治
の
内
面
に
入
つ
て
仕
事
を
し
て
ゐ
た
⽜
こ
ろ
に
⽛
き
つ
と
何
か
政
党

に
つ
い
て
体
験
を
し
た
の
に
違
ひ
な
い
⽜
と
推
測
し
て
い
る21
。
パ
ー
ペ
ン
内
閣

自
体
は
一
九
三
二
年
の
六
月
か
ら
一
一
月
ま
で
続
い
た
内
閣
で
あ
る
か
ら
、
二

年
間
に
わ
た
っ
て
仕
事
を
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
前
後
も
含
む
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
ろ
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
パ
ー
ペ
ン
内
閣
の
国
防
相

で
、
の
ち
に
首
相
と
な
っ
た
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
保
守
政
権

と
ナ
チ
ス
党
の
抗
争
に
関
与
し
て
い
た22
。
大
串
は
⽛
そ
の
言
葉
を
聞
い
た
時
は

〔
中
略
〕
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
響
か
な
か
つ
た
⽜
が
、
後
に
⽛
彼
の
言
は
や
は
り
真

理
を
語
つ
て
く
れ
て
ゐ
た
と
思
は
ざ
る
を
得
な
⽜
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
帰
国
後

か
ら
数
年
の
間
に
彼
が
⽛
議
論
に
よ
つ
て
よ
い
政
治
が
得
ら
れ
る
と
の
思
想
、

⽛
会
議
⽜
主
義
の
政
治
形
態
そ
の
も
の
が
中
心
的
意
味
を
失
つ
て
来
た
⽜
こ
と
に

気
付
い
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う23
。

帰
国
後
の
大
串
は
、
留
学
中
に
政
党
内
閣
の
崩
壊
に
よ
っ
て
政
治
の
中
心
か

ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
議
会
や
政
党
を
批
判
の
対
象
と
し
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、

一
九
三
四
年
の
論
文
⽛
法
治
主
義
の
問
題
⽜
で
は
⽛
議
会
勢
力
の
失
墜
と
い
ふ

こ
と
は
普
通
に
言
は
れ
る
如
き
政
党
の
腐
敗
で
あ
る
と
か
、
議
員
の
非
人
格
と

か
い
ふ
如
き
議
会
内
部
の
具
体
的
条
件
よ
り
も
、
寧
ろ
法
治
制
度
自
身
に
内
在

す
る
条
件
か
ら
起
る
の
で
あ
つ
て
、
言
は
ゞ
必
然
的
内
部
崩
壊
で
あ
り
、
議
会

は
既
に
そ
の
役
目
を
果
し
終
つ
た
の
だ
と
も
言
へ
る
⽜
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
こ

で
⽛
法
治
制
度
自
身
に
内
在
す
る
条
件
⽜
は
、⽛
議
会
の
地
位
が
略
々
確
立
し
、

法
規
の
大
組
織
も
完
成
に
近
づ
い
た
時
代
が
来
る
と
、
国
家
生
活
に
於
け
る
中

心
観
点
が
議
会
よ
り
司
法
権
的
作
用
、
即
ち
裁
判
所
に
移
る
傾
向
が
生
じ
、
裁

判
所
の
判
決
は
単
に
法
の
適
用
と
し
て
だ
け
で
は
な
い
、
一
種
の
国
家
全
部
の

指
標
と
な
る
べ
き
政
治
作
用
を
獲
得
す
る
に
至
る
⽜
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ

に
は
、
国
家
が
発
展
す
る
過
程
で
政
治
の
中
心
は
⽛
立
法
⽜
か
ら
⽛
司
法
⽜
へ

移
行
す
る
と
い
う
段
階
論
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
論
に
お
い
て
、⽛
単

に
議
会
内
部
の
一
部
組
織
を
改
へ
〔マ
マ
〕る
と
か
、
議
員
の
人
格
的
緊
張
と
か
い
ふ
だ

け
で
は
大
勢
は
動
か
な
い24
⽜。
こ
の
よ
う
に
議
会
主
義
に
対
す
る
大
串
の
懐
疑

は
、
容
易
に
解
け
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
帰
国
後
の
大
串
の
批
判
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
議
会
や
政
党
だ

け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
批
判
の
矛
先
は
北
一
輝
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
た
。

彼
は
、
帰
国
直
後
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
権
論
（
非
常
事
態
論
）
を
紹
介
す
る
な

か
で
、⽛
非
常
事
態
論
の
我
が
国
へ
の
意
味
に
つ
い
て
は
帰
朝
後
日
猶
浅
く
事

情
に
通
ぜ
ぬ
自
分
は
直
接
言
ふ
事
を
差
控
へ
る
。
只
聞
く
処
に
よ
れ
ば
、
憲
法

の
一
定
期
間
の
停
止
を
論
ず
る
者
が
あ
る
相
で
あ
る
⽜
と
断
っ
て
、⽛
我
が
国
憲

法
は
万
古
不
易
の
も
の
で
あ
つ
て
、
憲
法
の
停
止
と
言
ふ
事
が
あ
り
得
べ
き
筈

が
な
く
、
停
止
さ
れ
得
る
の
は
自
由
権
規
定
で
あ
る
事
⽜
を
指
摘
し
て
い
る25
。

北
の
⽛
日
本
改
造
法
案
大
綱
⽜
に
お
い
て
は
、⽛
憲
法
停
止
。
天
皇
ハ
全
日
本
国
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民
ト
共
ニ
国
家
改
造
ノ
根
基
ヲ
定
メ
ン
ガ
為
ニ
天
皇
大
権
ノ
発
動
ニ
ヨ
リ
テ
三

年
間
憲
法
ヲ
停
止
シ
両
院
ヲ
解
散
シ
全
国
ニ
戒
厳
令
ヲ
布
ク
⽜
が
主
張
さ
れ
て

い
た26
。
大
串
は
、
北
の
い
う
⽛
天
皇
大
権
ノ
発
動
⽜
を
憲
法
第
三
一
条
の
大
権

（
非
常
大
権
）
の
発
動
と
解
釈
し
、
憲
法
第
三
一
条
で
停
止
で
き
る
の
は
憲
法
第

二
章
で
あ
り
、
憲
法
全
体
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
、
大
串
は
北
に
対
す
る
批
判
を
と
お
し
て
、
非
常
大
権
の
発
動
に
よ
る
憲

法
の
停
止
に
否
定
的
な
見
解
を
示
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四

日
本
国
憲
法
の
制
定

話
を
戦
後
に
戻
す
と
、
終
戦
の
詔
書
に
よ
り
非
常
大
権
が
発
動
さ
れ
た
と
い

う
説
に
対
し
て
支
持
が
広
が
ら
な
い
な
か
で
、
大
串
は
現
実
の
憲
法
改
正
の
プ

ロ
セ
ス
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
四
六
年
三
月
六

日
、
政
府
が
象
徴
天
皇
・
主
権
在
民
・
戦
争
放
棄
を
内
容
と
す
る
憲
法
改
正
草

案
要
綱
（
以
下
⽛
要
綱
⽜）
を
発
表
す
る
と
、
大
串
は
中
川
洋
一
の
筆
名
で
⽝
法

律
新
報
⽞
に
要
綱
の
解
説
を
掲
載
し
て
い
る
。

ま
ず
、
大
串
は
⽛
政
府
の
憲
法
案
は
、
名
前
は
⽛
憲
法
改
正
草
案
要
綱
⽜
と

な
つ
て
ゐ
る
が
、
実
際
は
新
憲
法
の
制
定
で
あ
り
、
帝
国
憲
法
の
廃
止
で
あ
る
⽜

と
み
な
し
て
、
現
実
政
治
に
⽛
新
憲
法
制
定
主
義
⽜
を
見
出
す
。
そ
の
根
拠
は
、

前
文
の
⽛
此
ノ
憲
法
ヲ
制
定
確
立
シ
、
之
ト
牴
触
ス
ル
一
切
ノ
法
令
及
詔
勅
ヲ

廃
止
ス
⽜
の
英
訳
⽛
w
e
reject
and
revoke
all
constitutions,
law
s,

ordinances,and
rescripts
in
conflictherew
ith⽜
が
⽛
こ
れ
と
牴
触
す
る

憲
法
〔
中
略
〕
法
律
、
命
令
及
詔
勅
を
廃
止
す
⽜
と
訳
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
に
求

め
ら
れ
た27
。
そ
の
重
大
性
を
大
串
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

新
憲
法
が
こ
れ
と
牴
触
す
る
あ
ら
ゆ
る
憲
法
、
詔
勅
を
廃
止
す
る
こ
と
は
、

わ
が
国
体
の
上
で
極
め
て
大
き
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。

新
憲
法
は
国
民
主
権
の
原
則
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
従
来
わ
が
国
体
の
基

礎
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
天
壌
無
窮
の
神
勅
は
否
認
せ
ら
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は

天
祖
の
皇
統
に
日
本
国
家
の
統
治
権
が
永
久
に
存
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
つ
て
現
行
帝
国
憲
法
第
一
条
⽛
大
日
本
帝
国
ハ
万

世
一
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
ス
⽜
も
亦
否
認
せ
ら
れ
る
。
従
つ
て
こ
の
国
体
を
中

心
と
す
る
日
本
歴
史
も
否
定
せ
ら
れ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
国
民
主
権

を
中
心
と
す
る
民
主
国
体
の
日
本
は
新
憲
法
の
成
立
と
と
も
に
成
立
す
る
の
で

あ
つ
て
、
そ
こ
に
天
皇
国
体
を
基
礎
と
す
る
大
日
本
帝
国
の
終
末
が
来
る
も
の

と
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ28
。

新
憲
法
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
⽛
法
令
⽜
に
憲
法
も
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、

国
民
主
権
は
⽛
天
皇
国
体
⽜
に
基
づ
く
帝
国
憲
法
を
廃
止
し
て
、⽛
民
主
国
体
⽜

に
基
づ
く
新
憲
法
を
制
定
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
内
包
す

る
政
府
の
要
綱
は
、
大
串
の
天
皇
主
権
説
か
ら
す
れ
ば
受
け
入
れ
が
た
い
も
の

で
あ
っ
た
。
終
戦
の
詔
書
に
よ
り
非
常
大
権
が
発
動
さ
れ
た
と
い
う
説
に
対
し

て
支
持
が
広
が
ら
な
い
な
か
に
あ
っ
て
は
、
天
皇
主
権
は
保
護
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
ら
ず
、
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
ま
ま
政
府
の
要
綱
に
沿
っ
て
国
民

主
権
に
基
づ
く
憲
法
が
制
定
さ
れ
れ
ば
、⽛
統
治
権
の
主
体
と
し
て
の
天
皇
の

御
位
に
は
終
止
符
が
打
た
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
天
皇
は
只
か
つ
て
永
く
日
本
国

の
統
治
者
た
ら
れ
し
御
方
と
し
て
の
、
伝
統
的
な
名
誉
を
保
持
せ
ら
れ
る
に
過

ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
⽜
の
で
あ
る29
。

こ
こ
で
大
串
は
革
命
的
状
況
に
言
及
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
重
要
な
の
は
、
大
串
が
宮
沢
俊
義
の
八
月
革
命
説
と
ほ
ぼ
同
じ

タ
イ
ミ
ン
グ
で
革
命
に
危
機
感
を
抱
い
た
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
宮
沢
の
八
月

革
命
説
の
初
出
は
⽛
八
月
革
命
と
国
民
主
権
主
義
⽜（⽝
世
界
文
化
⽞
第
一
巻
第

四
号
、
一
九
四
六
年
五
月
）。
こ
の
説
に
大
串
が
反
論
を
展
開
し
た
の
は
五
年
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後
、
日
本
の
独
立
回
復
が
迫
り
、
再
軍
備
が
問
題
化
し
た
さ
な
か
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
で
大
串
は
、
八
月
革
命
説
が
⽛〔
神
勅
主
権
主
義
を
否
定
し
て
国
民
主

権
主
義
を
承
認
し
た
〕
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
は
、
合
法
的
で
は
な
か
つ
た
⽜

と
唱
え
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、⽛〔
終
戦
の
詔
書
で
〕⽛
非
常
の
措
置
に
よ
り
⽜

と
仰
せ
ら
れ
た
の
は
、
明
治
憲
法
第
三
十
一
条
の
非
常
大
権
を
根
拠
に
さ
れ
た

も
の
と
考
え
⽜
ら
れ
る
か
ら
、⽛
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
は
、
明
治
憲
法
に
合
致

す
る
行
為
で
あ
る
⽜
と
訴
え
た
の
で
あ
っ
た30
。

八
月
革
命
説
と
同
時
期
の
危
機
感
は
、
大
串
の
七
月
一
一
日
の
日
記
に
も
記

さ
れ
て
い
る31
。
そ
の
日
、
大
串
は
藤
沢
の
自
宅
か
ら
上
京
し
、
法
律
新
報
社
の

森
真
一
郎
と
二
人
で
衆
議
院
の
帝
国
憲
法
改
正
案
委
員
会
を
傍
聴
し
た
。
こ
の

委
員
会
審
議
は
、
国
務
大
臣
と
し
て
答
弁
に
立
っ
た
⽛
金
森
〔
徳
次
郎
〕
氏
一

人
舞
台
の
観
あ
り
⽜と
彼
の
目
に
映
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
串
は
、及
川
規（
社

会
党
）
の
質
問
を
⽛
真
剣
に
て
よ
し
。
但
し
知
識
不
足
⽜
と
、
野
坂
参
三
（
共

産
党
）
の
質
問
を
⽛
態
度
も
頭
も
よ
け
れ
ど
も
憲
法
学
に
対
す
る
勉
強
不
足
な

り
⽜
と
評
す
る
。
そ
の
な
か
で
重
要
な
の
は
、
原
健
三
郎
（
進
歩
党
）
の
質
問

に
対
す
る
⽛
こ
の
草
案
の
最
大
弱
点
の
一
た
る
前
憲
法
廃
止
に
ふ
れ
な
が
ら
、

そ
の
意
味
を
理
解
せ
ず
、
金
森
国
ム
相
に
と
ぼ
け
ら
れ
て
了
つ
た
⽜
と
い
う
評

価
で
あ
る
。

議
事
録
で
実
際
の
や
り
と
り
を
確
か
め
る
と
、
原
の
質
問
は
⽛
サ
ウ
云
フ
モ

ノ
〔⽛⽛
フ
ア
ツ
シ
ヨ
⽜
ノ
政
権
ト
カ
色
々
ナ
勢
力
⽜〕
ヲ
防
グ
意
味
ニ
於
キ
マ
シ

テ
モ
、
寧
ロ
英
文
ノ
ヤ
ウ
ニ
、
此
ノ
憲
法
自
身
モ
此
ノ
原
理
ニ
反
ス
ル
場
合
ニ

ハ
廃
止
サ
レ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
茲
ニ
規
定
シ
テ
置
イ
タ
方
ガ
ハ
ツ
キ
リ
ス
ル
ト

思
フ
ノ
デ
、
英
文
ノ
方
ニ
賛
意
ヲ
表
ス
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
⽜
と
い
う
も
の
で
、

金
森
の
答
弁
は
⽛
私
ハ
余
リ
英
語
ガ
出
来
マ
セ
ヌ
ノ
デ
即
答
ニ
因〔困
〕リ
マ
ス
ガ
、

〔
中
略
〕
憲
法
ニ
反
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
憲
法
ノ
文
字
ニ
反
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト

ト
、
憲
法
ノ
文
字
ノ
裏
ニ
ナ
ツ
テ
居
ル
実
体
原
理
ニ
反
ス
ル
コ
ト
ノ
双
方
ヲ
含

ン
デ
居
リ
マ
ス
ガ
故
ニ
、
結
果
ニ
於
テ
ハ
違
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
⽜
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た32
。

大
串
に
い
わ
せ
れ
ば
、
原
は
現
在
に
お
い
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
政
府
に
よ
っ
て
進
行

し
て
い
る
天
皇
主
権
の
否
定
、
帝
国
憲
法
の
廃
止
で
は
な
く
、
将
来
の
、
し
か

も
架
空
の
政
権
が
実
施
す
る
か
も
し
れ
な
い
憲
法
改
正
に
意
識
を
向
け
て
し

ま
っ
て
お
り
、
勘
違
い
も
甚
だ
し
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
議
会
審
議
を

傍
聴
す
る
な
か
で
、
大
串
は
⽛
こ
の
調
子
で
ハ
政
府
原
案
は
殆
ど
そ
の
ま
ゝ
通

る
も
の
と
見
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
重
要
な
る
憲
法
審
議
に
当
る
議
員
の
素
質
低

下
に
よ
り
突
込
む
べ
き
点
も
突
込
ま
ず
し
て
そ
の
ま
ゝ
に
マ
ツ
ク
ア
ー
サ
ー
の

意
図
を
達
成
せ
し
む
る
こ
と
と
な
る
ハ
残
念
な
り
⽜
と
嘆
く
の
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
て
日
本
国
憲
法
は
、
天
皇
主
権
を
否
定
し
国
民
主
権
を
誕
生
さ
せ
る
現
実

の
存
在
と
し
て
大
串
の
前
に
立
ち
現
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
一
月
三
日
、
日
本
国
憲
法
公
布
記
念
祝
賀
都
民
大
会
が
天
皇
も
出
席
し
て

宮
城
前
広
場
で
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
様
子
に
つ
い
て
大
串
は
二
日
後
に
振
り
返

り
、⽛
天
皇
陛
下
ハ
宮
城
前
で
国
民
の
歓
呼
を
受
け
さ
せ
ら
れ
た
。
宛
も
明
治

二
十
二
年
の
時
の
や
う
に
、
皇
后
陛
下
と
お
揃
ひ
で
御
馬
車
に
召
さ
れ
た
。
し

か
も
前
ハ
即
ち
旭
日
の
昇
天
の
時
で
あ
り
、今
ハ
即
ち
夕
陽
海
に
沈
む
の
時
だ
⽜

と
述
べ
る
一
方
で
、⽛
し
か
し
こ
れ
も
大
き
く
考
へ
れ
バ
日
本
の
た
め
に
よ
い

こ
と
だ
。
こ
の
関
門
を
く
ぐ
ら
ね
バ
な
ら
ぬ
。
く
ぐ
ら
ざ
れ
バ
明
日
の
太
陽
は

出
な
い
⽜
と
自
ら
を
励
ま
し
て
い
る33
。
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お
わ
り
に

以
上
、大
串
の
憲
法
改
正
案
の
な
か
の
非
常
大
権
の
ゆ
く
え
を
追
っ
て
き
た
。

天
皇
主
権
説
の
系
譜
に
連
な
る
大
串
は
、
非
常
大
権
を
帝
国
憲
法
の
原
則
規
定

と
位
置
づ
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
論
理
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
な
か
っ

た
が
、
非
常
大
権
は
議
会
主
義
に
対
す
る
懐
疑
を
媒
介
し
て
国
民
投
票
制
度
と

融
合
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
、
終
戦
の
詔
書
に
よ
り
非
常
大
権
が

発
動
さ
れ
た
と
い
う
大
串
の
説
に
対
し
て
支
持
が
広
が
ら
な
い
な
か
で
、
日
本

国
憲
法
は
天
皇
主
権
を
否
定
し
国
民
主
権
を
誕
生
さ
せ
る
現
実
の
存
在
と
し
て

彼
の
前
に
立
ち
現
れ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
天
皇
主
権
が
否
定
さ
れ
た
以

上
、
日
本
国
憲
法
に
非
常
大
権
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
本
国
憲
法
の

議
会
主
義
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
も
、
日
本
国
憲
法
第
九
六
条
の
国
民
投
票
制

度
は
憲
法
改
正
手
続
き
に
限
定
さ
れ
、
国
会
が
憲
法
改
正
を
発
議
し
、
国
民
に

提
案
し
て
は
じ
め
て
実
施
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
民
投
票
の
非
常
大
権
化

と
い
う
展
開
を
想
定
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
、
大
串
は
議
会
主
義
に
基
づ
く
天
皇
制
の
危
機

を
回
避
す
る
た
め
に
憲
法
学
説
と
し
て
の
非
常
大
権
説
を
提
唱
し
て
い
く
こ
と

と
な
る
。
一
九
六
五
年
一
〇
月
、
大
串
は
⽝
憲
法
研
究
⽞
誌
上
の
論
文
⽛
憲
法

の
効
力
⽜
の
な
か
で
非
常
大
権
説
を
発
表
し
た
。
こ
こ
で
大
串
は
、
終
戦
の
詔

書
中
の
⽛
非
常
の
措
置
⽜＝
非
常
大
権
の
発
動
に
よ
っ
て
⽛
帝
国
憲
法
が
潜
在
的

に
基
底
に
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
名
目
的
に
日
本
国
憲
法
が
存
在
し
て
い
る
⽜
と

い
う
意
味
で
の
⽛
二
重
憲
法
状
態
⽜
と
い
う
概
念
を
初
め
て
提
示
し
て
い
る
。

こ
の
概
念
が
形
成
さ
れ
た
背
景
に
は
、⽛
日
本
国
憲
法
が
革
新
諸
勢
力
に
よ
っ

て
、
相
対
化
さ
れ
、
手
段
化
さ
れ
、
革
命
戦
術
の
橋
頭
堡
視
さ
れ
る
傾
向
は
今

後
ま
す
ま
す
強
く
な
る
に
違
い
な
い
⽜、⽛
終
戦
の
詔
書
に
よ
っ
て
一
応
回
避
さ

れ
た
⽛
民
族
の
滅
亡
⽜
は
な
お
一
層
現
実
化
し
つ
つ
あ
る
⽜
と
い
う
状
況
認
識

が
あ
っ
た34
。

こ
の
年
の
七
月
四
日
に
は
第
七
回
参
議
院
選
挙
が
、
同
月
二
四
日
に
は
都
議

会
選
挙
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
参
議
院
選
挙
の
東
京
地
方
区
（
改
選
数
四
）
で

は
自
由
民
主
党
候
補
が
全
敗
、
都
議
会
選
挙
（
定
数
一
二
〇
）
で
は
自
民
党
は

四
六
議
席
か
ら
三
八
議
席
に
減
少
し
て
三
分
の
一
を
下
回
り
、
社
会
党
が
三
一

議
席
か
ら
四
五
議
席
に
増
加
し
て
第
一
党
に
躍
進
し
た
。
こ
の
選
挙
結
果
に
は

自
民
党
都
議
会
議
員
の
汚
職
事
件
が
影
響
し
て
い
た
と
さ
れ
る35
。
こ
れ
を
受
け

て
大
串
は
、⽛
将
来
社
会
党
が
中
心
に
な
つ
て
革
新
派
の
連
合
政
権
を
作
⽜
り
、

⽛
社
会
党
の
政
権
に
な
れ
ば
〔
中
略
〕
必
ず
社
会
革
命
へ
の
一
歩
を
進
め
⽜
て
、

⽛
我
々
の
い
ふ
国
体
、
彼
等
の
云
ふ
天
皇
制
を
覆
す
こ
と
を
第
一
の
目
標
に
し

て
大
胆
不
敵
な
行
動
に
出
る
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
⽜と
主
張
す
る
。
こ
こ
で
は
、

社
会
党
が
国
政
・
地
方
選
挙
で
勢
力
を
伸
張
さ
せ
、
憲
法
改
正
に
よ
る
社
会
主

義
革
命
を
目
指
す
可
能
性
が
危
惧
さ
れ
て
い
る36
。

つ
ま
り
大
串
の
非
常
大
権
説
は
、
も
し
社
会
主
義
革
命
に
よ
っ
て
日
本
国
憲

法
の
天
皇
制
が
廃
止
さ
れ
た
と
し
て
も
、⽛
二
重
憲
法
状
態
⽜
の
も
と
で
帝
国
憲

法
の
天
皇
制
が
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
論
理
を
構
成
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
会
主
義
に
基
づ
く
政
治
変
動
に
規
定
さ
れ
る
な
か
で
、

大
串
の
非
常
大
権
説
は
提
唱
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

⚑

小
森
義
峯
⽛
非
常
大
権
説
の
法
理
⽜（⽝
産
大
法
学
⽞
第
八
巻
第
四
号
、
一
九
七

五
年
）
参
照
。
帝
国
憲
法
第
三
一
条
は
、⽛
本
章
〔⽛
第
二
章

臣
民
権
利
義
務
⽜〕

ニ
掲
ケ
タ
ル
条
規
ハ
戦
時
又
ハ
国
家
事
変
ノ
場
合
ニ
於
テ
天
皇
大
権
ノ
施
行
ヲ
妨
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非常大権はどこにいったのか（官田光史)



ク
ル
コ
ト
ナ
シ
⽜
と
い
う
形
で
天
皇
の
非
常
大
権
を
規
定
し
て
い
た
。
以
下
、
史

料
の
引
用
に
あ
た
り
、
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
、
句
読
点
を
適
宜
補
っ
た
。
史

料
中
の
〔

〕
は
、
引
用
に
際
し
て
の
注
記
で
あ
る
。

⚒

大
串
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、⽛
大
串
兎
代
夫
先
生
の
略
歴
・
主
要
業
績
⽜（⽝
憲
法

研
究
⽞
第
一
〇
号
）、⽛
大
串
兎
代
夫

履
歴
⽜（
大
串
兎
代
夫
⽝
国
家
権
威
の
研
究
⽞

皇
学
館
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。
彼
の
非
常
大
権
発
動
論
の
う
ち
、

最
も
広
く
読
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、⽛
非
常
大
権
の
本
質
⽜（
上
）（
下
）

（⽝
毎
日
新
聞
⽞
一
九
四
五
年
六
月
一
八
・
一
九
日
付
）
が
あ
る
。

⚓

宮
本
盛
太
郎
⽛
大
串
兎
代
夫
と
日
本
国
家
学
⽜（⽝
知
識
人
と
西
欧
（
第
二
版
）⽞

蒼
林
社
出
版
、
一
九
八
三
年
）
参
照
。

⚔

白
羽
祐
三
⽛
大
串
兎
代
夫
法
学
⽜（⽝⽛
日
本
法
理
研
究
会
⽜
の
分
析
⽞
中
央
大
学

出
版
部
、
一
九
九
八
年
）、
菅
谷
幸
浩
⽛
天
皇
機
関
説
事
件
か
ら
国
家
総
動
員
体
制

へ
─
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
法
治
主
義
思
想
崩
壊
の
一
断
面
と
し
て
─
⽜（⽝
憲
法

研
究
⽞
第
三
六
号
、
二
〇
〇
四
年
）、
林
尚
之
⽛
非
常
時
の
革
新
と
憲
法
を
超
え
る

天
皇
⽜（⽝
主
権
不
在
の
帝
国

憲
法
と
法
外
な
る
も
の
を
め
ぐ
る
歴
史
学
⽞
有
志

舎
、
二
〇
一
二
年
）、
大
谷
伸
治
⽛
昭
和
戦
前
期
の
国
体
論
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
─
矢

部
貞
治
・
里
見
岸
雄
・
大
串
兎
代
夫
の
比
較
か
ら
─
⽜（⽝
日
本
歴
史
⽞
第
七
七
七

号
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

⚕

林
尚
之
⽛
戦
時
国
体
論
の
な
か
の
憲
法
制
定
権
力
と
改
憲
思
想
⽜（⽝
近
代
日
本

立
憲
主
義
と
制
憲
思
想
⽞
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
八
年
）、
宮
本
誉
士
⽛
大
串
兎
代
夫

の
帝
国
憲
法
第
三
十
一
条
解
釈
と
御
稜
威
論
⽜（
国
学
院
大
学
研
究
開
発
推
進
セ

ン
タ
ー
編
・
阪
本
是
丸
責
任
編
集
⽝
昭
和
前
期
の
神
道
と
社
会
⽞
弘
文
堂
、
二
〇

一
六
年
）
参
照
。
な
お
、
大
串
文
書
が
憲
政
資
料
室
に
寄
贈
さ
れ
る
前
に
、
筆
者

は
大
串
の
ご
子
息
の
お
宅
で
同
文
書
を
整
理
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
に
恵
ま
れ

た
。
そ
の
成
果
と
し
て
、
拙
稿
⽛
非
常
事
態
と
帝
国
憲
法
─
大
串
兎
代
夫
の
非
常

大
権
発
動
論
─
⽜（⽝
史
学
雑
誌
⽞
第
一
二
〇
編
第
二
号
、
二
〇
一
一
年
）
が
あ
る
。

⚖

大
串
兎
代
夫
⽛
御
稜
威
と
憲
法
⽜（⽝
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
研
究
報
告

第
十

四
篇
（
法
学
）⽞
教
学
局
、
一
九
四
二
年
三
月
）
二
六
三
頁
。

⚗

総
理
庁
官
房
監
査
課
編
⽝
公
職
追
放
に
関
す
る
覚
書
該
当
者
名
簿
⽞（
日
比
谷
政

経
会
、
一
九
四
九
年
）
四
六
五
頁
。

⚘
⽛
憲
法
問
題
調
査
委
員
会
議
事
録
⽜（
芦
部
信
喜
ほ
か
編
⽝
日
本
国
憲
法
制
定
資

料
全
集
（
⚑
）
─
憲
法
問
題
調
査
委
員
会
関
係
資
料
等
⽞
信
山
社
出
版
、
一
九
九

七
年
）
三
二
六
頁
。

⚙
⽛⽛
ポ
ツ
ダ
ム
⽜
宣
言
ニ
基
ク
憲
法
、
同
附
属
法
令
改
正
要
点
⽜（
政
策
研
究
大
学

院
大
学
図
書
館
所
蔵
⽛
矢
部
貞
治
関
係
文
書
⽜
一
三
─
二
九
六
）。

10
⽛⽛
ポ
ツ
ダ
ム
⽜
宣
言
受
諾
ニ
伴
ヒ
研
究
ヲ
要
ス
ル
憲
法
第
二
章
ニ
於
ケ
ル
問
題

（
昭
和
二
〇
年
一
〇
月
二
二
日
）（
井
手
稿
）⽜（⽝
日
本
国
憲
法
制
定
資
料
全
集

（
⚑
）⽞）
四
〇
頁
。

11
⽛⽝
憲
法
改
正
⽞
の
方
向
⽜（⽝
毎
日
新
聞
⽞
一
九
四
五
年
一
一
月
二
七
日
付
）。

12

小
沢
章
（
大
串
兎
代
夫
）⽛
終
戦
後
の
政
治
思
想
動
向
⽜（⽝
法
律
新
報
⽞
一
九
四

六
年
一
月
号
）
二
七
頁
。

13
⽛
憲
法
改
正
案
⽜（⽛
大
串
文
書
⽜
一
一
八
五
）。
以
下
の
引
用
は
本
史
料
に
よ
る
。

14

上
杉
慎
吉
⽛
民
意
⽜（⽝
法
学
協
会
雑
誌
⽞
第
三
三
巻
第
六
号
、
一
九
一
五
年
）

五
五
頁
。

15

高
田
敏
・
初
宿
正
典
編
訳
⽝
ド
イ
ツ
憲
法
集

第
七
版
⽞
信
山
社
出
版
、
二
〇

一
六
年
）
一
六
八
頁
。

16

ド
イ
ツ
の
国
民
投
票
法
に
つ
い
て
は
、
大
石
義
雄
⽝
国
民
投
票
制
度
の
研
究
⽞

（
日
本
評
論
社
、
一
九
三
九
年
）
参
照
。

17
⽛
憲
法
改
正
要
綱
⽜（⽛
大
串
文
書
⽜
一
一
九
八
）。

18
⽛
憲
法
改
正
要
綱
⽜（⽛
大
串
文
書
⽜
一
一
八
四
）。

19
⽛
渡
欧
日
誌
⽜（⽛
大
串
文
書
⽜
六
六
一
）
一
九
二
八
年
三
月
七
日
・
五
月
四
日
条
。

20

宮
本
誉
士
前
掲
論
文
参
照
。

21

大
串
兎
代
夫
⽛
ナ
チ
ス
へ
の
理
解
⽜（⽝
文
芸
春
秋
⽞
一
九
四
一
年
四
月
号
）
一

三
四
～
一
三
五
頁
。

22

松
本
尚
子
⽛
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
⽜（
勝
田
有
恒
・
山
内
進
編
⽝
近
世
・
近
代

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
学
者
た
ち
─
グ
ラ
ー
テ
ィ
ア
ヌ
ス
か
ら
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

ま
で
─
⽞
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）
三
九
六
～
三
九
七
頁
。

23
⽛
ナ
チ
ス
へ
の
理
解
⽜
一
三
四
～
一
三
五
頁
。

24

大
串
兎
代
夫
⽛
法
治
主
義
の
問
題
⽜（⽝
国
民
精
神
文
化
研
究
所
々
報
⽞
第
六
号
、

一
九
三
四
年
）
三
三
～
三
四
頁
。

25

大
串
兎
代
夫
⽛
ナ
チ
ス
の
非
常
事
態
論
⽜（⽝
経
済
往
来
⽞
一
九
三
三
年
一
二
月

号
）
一
一
〇
頁
。
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26
⽝
北
一
輝
著
作
集
⽞
第
二
巻
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
九
年
）
三
七
一
頁
。

27

中
川
洋
一
（
大
串
兎
代
夫
）⽛
政
府
憲
法
改
正
草
案
要
綱
解
説
⽜（⽝
法
律
新
報
⽞

一
九
四
六
年
四
・
五
月
合
併
号
）
三
九
頁
。
要
綱
の
本
文
と
英
訳
は
、
そ
れ
ぞ
れ

⽛
憲
法
改
正
草
案
要
綱
（
昭
和
二
十
一
年
三
月
六
日
内
閣
発
表
）⽜⽛
D
RA
FT

CO
N
ST
IT
U
T
IO
N
O
F
JA
PA
N
⽜（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
⽛
特
殊
資
料

第
二

類

憲
法
関
係

憲
法
改
正
に
関
す
る
件
⽜
二
Ａ
／
四
〇
／
資
二
一
）
に
よ
っ
た
。

28
⽛
政
府
憲
法
改
正
草
案
要
綱
解
説
⽜
三
九
頁
。

29
⽛
政
府
憲
法
改
正
草
案
要
綱
解
説
⽜
四
〇
頁
。

30

大
串
兎
代
夫
⽛
再
軍
備
に
憲
法
改
正
の
要
あ
り
─
戦
後
憲
法
論
の
批
判
（
⚒
）

─
⽜（⽝
日
本
及
日
本
人
⽞
一
九
五
一
年
一
一
月
号
）
三
二
～
三
五
頁
。

31
⽛
孤
独
自
性
記
⽜（⽛
大
串
文
書
⽜
六
六
八
）
一
九
四
六
年
七
月
一
一
日
条
。

32
⽛
第
九
十
回
帝
国
議
会
衆
議
院

帝
国
憲
法
改
正
案
委
員
会
議
録
（
速
記
）
第
十

回
⽜（⽝
帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録

昭
和
篇
⽞
一
六
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
〇
年
）。
結
局
、
八
月
二
四
日
に
衆
議
院
で
修
正
可
決
さ
れ
た
⽛
帝
国
憲
法

改
正
案
⽜
の
な
か
で
、
政
府
提
出
案
の
⽛
一
切
の
法
令
と
詔
勅
を
廃
止
す
る
⽜
は

⽛
一
切
の
憲
法
、
法
令
及
び
詔
勅
を
排
除
す
る
⽜
に
修
正
さ
れ
た
（⽛
衆
議
院
修
正

案
⽜、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
⽛
憲
法
改
正
関
係
書
類
⽜
二
Ａ
／
四
〇
／
資
一
七
九
）。

33
⽛
孤
独
自
性
記
⽜
一
九
四
六
年
一
一
月
五
日
条
。

34

大
串
兎
代
夫
⽛
憲
法
の
効
力
⽜（⽝
憲
法
研
究
⽞
第
四
号
、
一
九
六
五
年
）
九
、

一
七
頁
。

35
⽝
朝
日
新
聞
⽞
一
九
六
五
年
七
月
六
日
付
朝
刊
・
二
四
日
付
夕
刊
・
二
五
日
付
朝

刊
。

36

大
串
兎
代
夫
⽛
憲
法
問
題
の
根
本
⽜（⽝
不
二
⽞
一
九
六
五
年
九
月
号
）
一
七
頁
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
度
北
大
史
学
会
大
会
に
お
け
る
講
演
（
二
〇
一

七
年
七
月
二
九
日
）
を
も
と
と
し
て
い
る
。
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